
※本事業は健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課からの委託を受けて実施しております。

マニュアルを見ながら
セミナーを聴けば、

処遇改善加算Ⅱの取得が行える
計画書を作成できます

公益財団法人 介護労働安定センター神奈川支部

◎セミナーURL
https://kaigo-center.webex.com/kaigo-center/ldr.php?RCID=9976b45b30ed2d49e4516bb8313ccf4a

◎セミナーはこちら↓↓

◎パスワード共通: Yokohama2025



こんなことに!困ってないですか
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処遇改善加算を取得すれば

解決に向けた

一助になるかも

困りごと１ 人材不足

困りごと２ 給与を上げる余裕がない

困りごと３ 職員が辞めていく

困りごと４ 書類作成が苦手

困りごと１ 人材不足

困りごと２ 給与を上げる余裕がない

困りごと３ 職員が辞めていく

困りごと４ 書類作成が苦手
本マニュアルで

一緒に作成しましょう!



本マニュアルの活用方法
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本マニュアルは以下の観点にて作成しております。

１ ．福祉・介護職員等処遇改善加算未取得事業所が
新規で加算Ⅱの取得を行う想定で作成しております。

２ ．計画書:別紙様式２を上から順に進めていく内容と
なっております。

３ ．取得した処遇改善加算については、事業所の給与体系に
「処遇改善加算手当」を新設して、対応する賃金改善対象月
ごとに全額配分することを想定しております。

本マニュアルの詳細をセミナーにて解説しております。
新規取得を希望される場合は、
合わせてセミナーの受講もご検討ください。

加算Ⅱは
事業所の対応で
取得可能な
上位加算です
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令和６年度中であれば
計画書の作成と職場環境等要件の
整備のみで計画書の提出が可能

【整備内容】

・キャリアパス要件Ⅰ:任用要件・賃金体系の決定
・キャリアパス要件Ⅱ:研修の実施等
・キャリアパス要件Ⅲ:昇給の仕組み
・月額賃金改善要件Ⅰ

…などなど

職場環境等要件の整備後に計画書を提出し、
その後令和６年度中に取得要件を
整備することが必要です。

Ｒ６年度中の
対応でＯＫ

本来、処遇改善加算を算定するには
計画書を提出するにあたり、
同時に以下のような内容を

整備しなければならないが・・・

【整備内容】

・キャリアパス要件Ⅰ:任用要件・賃金体系の決定
・キャリアパス要件Ⅱ:研修の実施等
・キャリアパス要件Ⅲ:昇給の仕組み
・月額賃金改善要件Ⅰ
・職場環境等要件

…などなど



取得まで簡単４ステップ

4

ステップ３ 計画書:

別紙様式２－1総括表 入力

St e
p

1
ステップ１ 計画書:

基本情報入力シート 入力
St e

p

2
ステップ２ 計画書:

別紙様式２－３ 個票 入力
(令和６年６月以降分)

St e
p

4

St e
p

3 ステップ４

計画書提出 申請:
(加算取得を開始する

２か月前の月末までに）
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福祉・介護職員処遇改善加算の計画書を作成するには、
事前に以下を準備して作成に取り掛かってください。

過去１年間の月平均売上金額
※ 1年間の実績がなければ、可能な期間の月平均売上金額
※ 新規事業所は事業計画等からの売上予測金額

計画書のフォーマット
※ 計画書作成時は 障害福祉情報サービスかながわ から

最新の計画書（EXCEL）をダウンロードして作成。

障害福祉情報サービスかながわ計画書ダウンロードURL
https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=15&id=70

ta
r
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計画書作成:基本情報入力シート （その1）

いよいよ計画書作成 入力開始します!

計画書のEXCELファイル シート:基本情報入力シートの入力です。
入力するのは黄色のセル入力だけです。

横浜市と入力します
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計画書作成:基本情報入力シート （その2）

法人の情報を入力します
事業所情報ではないので注意

代表取締役 代表社員
代表理事 等 役職名を記入

日中連絡が取りやすい電話番号
携帯の電話番号でもＯＫ

書類作成担当者も確認が行
えるメールのアドレスの入
力がお勧めです
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計画書作成:基本情報入力シート （その3）

続いて事業所の基本的な情報を入力します。

法人内で複数の事業所・サービス
を運営している場合は、２行目
以降に追加していきます。

14で始まる10ケタの
（指定）事業所番号
を入力します。

プルダウンメニューで
「神奈川県」「横浜市」
を選びます

プルダウンメニューで
対象事業所の
「サービス名」を選びます

「０」を
入力します。

１月あたりの総報酬額を入れます。
過去１年間（または数ヶ月）の平均や、
今後の見込みなどの数字など、
入力します。
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計画書作成:別紙様式2-3 （その1）

続いて計画書のEXCELファイル シート:別紙様式2-3（６月以降分）の入力です。
入力するのは、ピンク色のセルだけです。

プルダウンメニューで
「新加算Ⅱ」を選びます

プルダウンメニューで
「新加算Ⅱ」を選びます

「 令和7年3月」と
入力します。

複数の事業所・サービスを運営し
ている場合は、 ２行目以降も
１行目同様に 入力してください

取得を開始する年と月を入力します。
この例であれば令和6年11月から
取得開始です。
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計画書作成:別紙様式2-3 （その2）

この欄は、「×」がつきますが、
このままで構いません。

この欄は「０」
を入力します。

プルダウンで選びます。キャリアパス
要件Ⅲ（昇給のしくみ）が
・できていれば「◯」
・できていなければ「令和６年度中
に満たす」

プルダウンで選びます。
キャリアパス要件Ⅰ
（キャリアパスの整備）と
要件Ⅱ（研修の実施等）が
・できていれば「◯」
・できていなければ、
「令和６年度中に満たす」

複数の事業所・サービスを運営
している場合は、２行目以降も
１行目同様に入力してください

ワンポイントアドバイス
キャリアパス要件Ⅰ～Ⅲは、令和７年３月までに整備をすれば間に合います。
計画書では「令和６年度中に満たす」を選択しておきます。
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計画書作成:別紙様式2-1 （その1）

続いて計画書のEXCELファイル シート:別紙様式2-1 計画書_総括表の入力です。
入力するのは、薄オレンジ色のセルだけです。

今年度の加算（見込）額
が自動的に入ります。

「０」を入力します。

②(d)と同額
（又はそれ以上）を
入力します。

④(f)と同額
（又はそれ以上）を
入力します。 必ず〇になる事を

確認します。
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計画書作成:別紙様式2-1 （その2）

チェックを入れます。

必ず〇になる事を確認します。
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計画書作成:別紙様式2-1 （その3）

取得した処遇改善加算を「いつから職員へ
配分するか」の期間です。11月から取得
した処遇改善加算は１月に国保連から入金
されます。この記載例であれば１月に入金
された加算額を原資として２月から職員へ
分配することができます。

チェックを入れます。

具体的な金額は、
○○○円～○○○円と
幅を持たせて構いません。

初めて、職員に配分する日
（⓵賃金改善実施期間の初めの日）を入力します。

全て入力後に〇になる
ことを確認します。職員への配分方法を記

載します。この例の場
合「処遇改善手当」を
新設して毎月支給記載
の額の範囲内にて「処
遇改善手当」の支給を
予定するという意味合
いになります。

新設した「処遇改善加算手当」を何へ規定して
いるかチェックを入れます。原則、賃金規程。
賃金規程がなければ就業規則にチェックが入り
ます。就業規則がないような法人は、その他に
チェックを入れて、その規程名（例:処遇改善
規定や労働契約書）を記入します。
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計画書作成:別紙様式2-1 （その4）

月額賃金改善要件Ⅰについて

※６年度中は入力は任意です。

「月額賃金改善要件Ⅰ」は令和７年４月から要件となりますが、
本マニュアル通りに計画書を作成いただければ、月額賃金改善要
件Ⅰについて令和７年４月からも満たす内容となっております。
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計画書作成:別紙様式2-1 （その5）

キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱについて

チェツク後に〇になる
事を確認します。

令和６年度中に
要件を満たすこ
とを誓約して、
チェックします。
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計画書作成:別紙様式2-1 （その6）

キャリアパス要件Ⅲ について

チェツク後に〇になる事を
確認します。

令和６年度中に要件を満たすこと
を誓約して、チェックします。



17

計画書作成:別紙様式2-1 （その7）

キャリアパス要件Ⅳ について

あてはまる理由の１つに
チェックを入れます。
（１番目か２番目を選び
ます）右上のオレンジセ
ルが「◯」になります。

チェツク後に〇になる事を
確認します。

キャリアパス要件Ⅳとは「月額平均８万円の賃金
アップまたは年収440万円以上の職員が、１事業
所当たり１人以上いること」です。ただ、この要
件は、クリアできなくても問題ありません。でき
ない場合には、その理由にチェックを入れてくだ
さい。
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計画書作成:別紙様式2-1 （その8）

職場環境等要件について

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

３つの区分を選び
それぞれ１項目、
合計３項目に
チェックを
入れます。

チェツク後に〇になる事を
確認します。
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計画書作成:別紙様式2-1 （その9）

見える化要件について チェツク後に〇になる事を
確認します。

取組んでいる項目を、情報公表システムに掲載します。

「情報公表制度について」参考URL
https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=2&id=175

「職場環境等要件」は、３項目にチェックを入れます。他にも取組んでいる項目が
あったとしても３項目で十分です。項目の内容として文章で列挙されているものを
すべて実施する必要はなく、１つでも取組んでいればOKです。取組んでいる項目
は、事業所内の掲示や職員への通知文書など、実施していることがわかるように記
録を残しておきましょう。なお、職場環境等要件は、令和７年度から内容が変更に
なりますので、気をつけてください。
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計画書作成:別紙様式2-1 （その10）

確認と誓約

このように
チェックを
入れてください。

チェツク後に
〇になる事を
確認します。日付、役職名、

氏名を入力し
ます。

チェツク後に
〇になる事を
確認します。
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計画書作成:別紙様式2-1 （その11）

確認用チェックリスト

すべて「○」になっている事を確認し
ます。
オレンジ色のセルが、すべて「◯」に
なっているかを確認します。「×」があ
る場合は、入力が漏れているか、
数字が間違っています。修正をして、
「◯」になるようにしてください。
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あともうひと息!計画書提出後のやることリスト

あとは処遇改善加算の取得申請を行えば、対象の月から算定を開始できます。
以下は計画書提出後にやることリストです。

①体制届、体制等状況一覧表の提出 （加算取得を開始する前月１５日までに）

②計画相談、ご利用者様への連絡 （取得開始月の、前月月初あたりまで）
※必要に応じて重要事項説明書の取り直しが必要

③処遇改善加算を算定できるように請求ソフトの設定 （加算取得月から）

④福祉・介護職員等処遇改善加算のお知らせの確認 （請求月月末あたり）

⑤キャリアパス要件Ⅰ～Ⅲ未対応事業所は対応の実施 （令和７年３月末まで）

⑥令和７年度向け職場環境等要件の整備 （令和７年３月末まで）

⑦処遇改善加算実績報告書の提出 （令和７年７月末まで）



申請先・関連先情報
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・計画書作成時等、処遇改善加算のもろもろ質問や困った際の連絡先
 福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
 電話番号:050-3733-0230 受付時間:9:00～18:00（土日含む）

・処遇改善加算計画書提出先、横浜市児童系サービスの体制届等の提出先
 かながわ福祉サービス振興会障害 福祉サービス処遇改善加算等申請システム
 ホームページ: https://shougai.kanafuku-sinsei.jp/

電話番号:０４５ー６８１ー８４３４

・横浜市障害者サービスの体制届等の提出
 横浜市電子申請・届出システム
 ホームページ:https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/3c02990f-61fd-4998-af5c-ec47897fefc2/start

・処遇改善加算の各種情報に関するポータルサイト
介護労働安定センター神奈川支部
ホームページ: https://www.kaigo-center.or.jp/shibu/kanagawa/info/2024/14282.html

電話番号:０４５－２１２－００１５


